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実施５ヶ月「後期高齢者医療

制度」にお年寄りがほんろう

日本共産党

羽村民報原稿　０８年８月２６日

＜大見出し＞
ドタバタ　後期高齢者医療制度に市民ほんろう

＜リード＞
国民の大きな批判をおしきって４月からスタートした
後期高齢者医療制度。制度が始まって約５ヶ月がたっ
た今なお、制度はドタバタぶりを示し、対象となる高
齢者はそれにほんろうされ続けています。そこに現れ
ているのは、行政の都合が優先されている運営方法の
非合理さと、「国民の健康をどう守るのか」ではなく
「医療費をどう減らすか」が出発点になっている制度
の根本的問題点です。

＜本文＞

＜エッ！保険料が３．６倍？　何かのまちがいじゃ？
＞

　７月中旬、鈴木たくや議員のところへ市民の方から
相談がありました。「医療保険のお金が高すぎて払え
ない。どうしたらいいのか」というものでした。とも
に８０代の二人暮し夫婦の妻・Ａさんからです。さっ
そく訪問してお話を聞くと、これまで２人で年間約２
万５００円だった保険料が、後期高齢者医療制度では
２人で７万５千６００円（ひとり３万７千８００円）
へ、３．６倍もの額に増えて困っているということで
した。市から来た書類を見せていただくと、たしかに
奥さんの「保険料　決定通知書」にはその額が記載さ
れています。Ａさん宅の収入は年約９０万円の夫の年
金収入だけですので、こんなに高いのはおかしいと思
い、鈴木議員は市役所へ問い合わせをしました。

＜確定申告をしなかったことが原因と判明・・市役所
の言うとおりにしたのに＞

　市の窓口では、「収入が、夫の年金９０万円だけで
あれば、保険料の７割軽減の対象になりますから、ひ
とり１万１千３００円まで安くなります。しかし、Ａ
さんの場合、昨年度の確定申告がなされておらず奥さ
んの収入がわからないため、夫婦とも軽減制度は適用
されていません」との回答です。あまりに高すぎる保
険料の原因がわかりました。
　鈴木議員が「しかし、Ａさんの話では、『市役所に
電話をしたら、夫の年金だけで、本人は収入がまった
くない妻は申告する必要がないと言われた』そうだが
？」と問うと、「確かに、税務課の方に聞けば、そう
言うかも知れません。しかし、後期高齢者医療では、
それではだめなのです。そこで現在、収入が確認でき
ない市民あてに、収入を確認する『簡易申告書』の提
出を求めているところです。」とのことでした。

＜申告書を提出。ところがその後にまた高い保険料の
決定通知にびっくり＞

Ａさんも、収入の確認をおこなう「簡易申告書」を、
提出期限となっていた７月３１日までに提出しました
。これでほっと一安心。あとは軽減された保険料の納
付書が送られてくるのを待つだけと考えていました。
ところが、８月７日、Ａさん宅に夫の分の「保険料　
決定通知書」が市役所から送られてきました。中を見
ると、保険料は３万７千８００円。以前の高い額のま
まを年金から天引きするという内容です。Ａさんはび
っくりして鈴木議員に電話をかけました。さっそく市
へ行って確認すると「後期高齢者医療制度は『東京都
広域連合』が運営していますが、羽村市から広域連合
へ変更データを送るのは毎月２０日となっています。
ですから、このまえ提出していただいた『簡易申告書
』の内容が反映されるのは、８月２０日以降というこ
とになります。今回お送りした『保険料　決定通知書
』には反映されないわけです」というのです。しかも
、年金天引きの額を変更するためには、広域連合で決
定した上で社会保険事務所への手続きが必要なため、
８月、１０月の年金からは多すぎる額を天引きし、１
０月中旬以降に取りすぎた額を返す予定だ、というの
です。

＜「何がなんだかわからない」　　高齢者に冷たい制
度・政治がうきぼりに＞

　Ａさんは「何がなんだか、わからない。私、頭悪い
から。医療や介護や、結構お金がかかることが多い。
スーパーで１００円のカレーを買ってきて、おじいさ
んと２人で分けて食べているよ。年金が少ないからし
ょうがないね。長生きしすぎたと思っている。」と寂
しそうに語っています。お年寄りにこうした思いをさ
せる制度のひどさ、政治の冷たさがうきぼりになって
います。

＜囲み１＞
保険料の「年金天引き」を「口座振替」に変更すると
、税金が安くなる場合があります

後期高齢者医療制度の見直しで、次の条件のいずれか
に該当する方は、「年金天引き」を「口座振替」に変
更できるようになります。変更すると、税金が安くな
る場合があります。

条件
①平成18・19年度の保険料（税）を滞りなく納めた人
②年金収入が年額180万円未満の方で、世帯主または
配偶者の口座から保険料の振替ができる人
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